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第１章 石狩水道ビジョンの改定に当たって 

 

１．１ 石狩水道ビジョン改定の趣旨 
 
本市の水道事業は、急激な人口増加や市村合併による市勢の発展に対応するため、７期

にわたり拡張事業を進め、平成 25 年４月には、石狩西部広域水道企業団（以下「企業団」と

いう。）からの水道用水供給を開始し、広域連携を推進するなど、安全な水道水の安定供給

に努めてきました。 

平成 27 年３月に石狩市水道事業が抱える諸課題を抽出し、50 年ほど先の水道のあるべ

き姿を見据え、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具現化するため10年間の施

策目標などを定めた「石狩市新水道ビジョン」（以下「旧ビジョン」という。）を策定し、令和６年

度には策定から 10 年目を迎えました。 

現在、水道事業を取り巻く状況は、少子化による人口減少社会、施設の老朽化、また、平

成 30 年北海道胆振東部地震の体験や令和６年能登半島地震による大規模な断水事例を踏

まえた災害対策のあり方など、引き続き課題が山積しています。さらには、地域コミュニティ崩

壊の懸念や地球レベルでの環境問題など、これら問題への対応の新たな視点として 2030 年

までに持続可能な開発目標（SDGs）の実現に向けた取り組みを加速する姿勢が求められて

います。一方で、市内においては新たな宅地開発や新港地区への企業立地、ＬＮＧの輸入・

再生可能エネルギーの活用など「エネルギー基地」として拠点化が進むなど、水需要の拡大

が期待されます。 

また、平成 28 年度には「石狩市水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）と「石狩市

水道施設更新計画」（以下「更新計画」という。）の調整を図り、更新基準の見直しなどによる

コスト縮減を踏まえ、中長期的な経営の取り組みや、財政収支の見通しなどを明らかにする

ため、計画期間を 10 年間とし４年毎に計画の見直し作業を行ってきました。 

水道ビジョンと経営戦略は密接に関連しているため、計画期間と見直し時期の同一化によ

り、合理的かつ効率的な計画とすることで、健全な経営を継続していくために「石狩水道ビジ

ョン 2025-2034」（以下「石狩水道ビジョン」という。）として統合し改定します。 

 

 

 

 

図１－１ 計画統合のイメージ 



１．２ 石狩水道ビジョンの位置付け 
 
石狩市総合計画は、石狩市自治基本条例第 16 条に基づき、総合的かつ計画的な行政運

営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画として策定されたものです。現在の

第５期総合計画は、概ね30年先を見据えたまちづくりのミッションと目指すまちの姿（将来像）

を掲げており、その実現に向けた「戦略目標」と「基本施策」で構成しています。石狩水道ビジ

ョン及び経営戦略、更新計画は、その戦略目標に向けて進める総合的な基本施策に関連す

る個別計画として位置づけられています。 

石狩水道ビジョン策定にあたっては、国土交通省が公表している（平成 25 年３月）「新水道

ビジョン※１」や北海道が公表している「北海道水道ビジョン」「水道整備基本構想※２」と整合を

図り、石狩市水道事業が抱える諸課題とその解決に向けた方針や施策、推進方策を具体的

に示していきます。また、事業の成果と到達度を客観的かつ具体的に評価するため「水道事

業ガイドライン※３」に基づく業務指標（ＰＩ）を試算し都度公表します。 

なお、石狩水道ビジョンの計画期間は 10 年間とし、４年毎に見直し（ローリング）を行ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－２ 石狩水道ビジョンの位置付け 

 

[解説] 
※１新水道ビジョン：国は平成 16 年に「水道ビジョン」を策定し、その後、水道を取り巻く大きな環境変化

（人口減少と水需要減少の時代到来、東日本大震災を踏まえた災害対策）に対応するため、平成25

年３月に新しいビジョンとして「新水道ビジョン」を公表しました。 
※２水道整備基本構想：北海道は国の「水道ビジョン」を踏まえて、「北海道水道ビジョン」を平成 23 年に

策定しました。さらに、北海道水道ビジョンの地域編として、水道事業者が計画的に事業に取り組む

ための方向性を示す将来年次計画等を内容とした「水道整備基本構想」を改定しました。 
※３水道事業ガイドライン：水道事業のサービス水準の向上を図ることを目的として平成 17 年１月に社

団法人日本水道協会が策定しました。水道サービスを一定の算定式を用いて数値化した業務指標

（ＰＩ）で示されており、各指標は水道サービスを将来にわたり維持していくうえでの目標となる３項目

「A）安全で良質な水」、「B）安定した水の供給」、「C）健全な事業経営」に分類されています。 

 

 



１．３ 石狩水道ビジョンの構成 
 

石狩水道ビジョンにおける構成は、図１－３に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 石狩水道ビジョンの構成 



 

第２章 石狩市水道事業の概要 

 

２．１ 石狩市水道事業の沿革 
 

本市の水道事業は、昭和 48 年（1973 年）に花畔地区水道事業の創設に始まり、札幌圏の

人口急増による大規模宅地造成や生活様式の変化による水需要の急増に応えるため、表２

－１のとおり７度の拡張事業を行ってきました。現行の第７期拡張事業は、企業団からの水道

用水供給や市村合併に伴い、厚田区簡易水道事業と浜益区簡易水道事業、濃昼簡易水道

事業を継承したことにより、平成 21 年度に計画の変更を行い、1 つの上水道事業として現在

に至っています。 

なお、石狩地区においては、区域ごとに地下水を水源とし、不足した水量については札幌

市からの暫定分水に頼るなど、不安定な水源に依存してきましたが、安定した恒久水源を確

保し、円滑で効率的な水供給を行う目的から平成４年に設立した企業団に参画し、当別ダム

に水源を求め、平成 25 年４月より受水を開始しています。 

 

 
[解説] 
※4 簡易水道：人の飲用に適する水として供給する水道のうち、計画給水人口が 100 人を越え 5,000 人

以下であるものをいいます。なお、5,000 人を超えると上水道と称しています。 
※5 専用水道：自家用水道その他の水道事業以外の水道であって、100 人を超える居住者に必要な水

を供給するもの。又はその水道施設の一日最大給水量が 20ｍ３を超える水道をいいます 

年度 内容 目標年次 計画給水人口 計画一日最大給水量

花畔地区水道事業を創設 昭和58年 30,000人 9,000㎥

本町八幡地区簡易水道
※4

事業を創設 － － －

昭和49年
（1974年）

【第１期拡張事業】　民間より移管され、新札幌地区水道事業を創設 昭和58年 31,000人 9,300㎥

昭和53年
（1978年）

石狩湾新港地区簡易水道事業を創設 － － －

昭和55年
（1980年）

【第２期拡張事業】　花畔地区水道事業と新札幌地区水道事業を統合
し、花川地区水道事業を開始

昭和64年 48,000人 14,400㎥

昭和57年
（1982年）

【第３期拡張事業】区域拡張（専用水道統合） 昭和64年 50,000人 14,400m
3

昭和61年
（1986年）

【第４期拡張事業】区域拡張 昭和66年 50,000人 14,400m
3

平成元年
（1989年）

【第５期拡張事業】区域拡張 平成5年 50,000人 14,400m
3

平成４年
（1992年）

石狩西部広域水道企業団に参画 － － －

平成９年
（1997年）

【第６期拡張事業】上花畔専用水道
※5

（緑苑台地区）・樽川中央専用
水道（樽川地区）を花川地区水道事業に統合

平成10年 50,000人 16,000m
3

【第７期拡張事業】本町八幡地区・石狩湾新港地区簡易専用水道、
トーメン石狩ニュータウン専用水道を統合し、石狩市上水道事業を開
始（中生振・高岡・志美地区を給水区域に編入）

平成19年 69,300人 26,800m
3

広域化促進地域上水道施設整備事業に着手し、企業団用水の受水
施設と市域全体を統合する基幹的な送配水施設を整備

－ － －

平成17年
（2005年）

市村合併に伴い、厚田区簡易水道事業（昭和36年6月創設）、浜益区
簡易水道事業（昭和39年5月創設）、濃昼簡易水道事業（昭和50年4
月創設）をそれぞれ継承

－ － －

平成19年
（2007年）

上水道事業の再評価により計画目標を変更。給水人口、計画一日最
大給水量をそれぞれ下方修正

平成37年 58,100人 21,400m
3

平成21年
（2009年）

【第７期拡張事業変更】石狩市上水道事業と厚田区・浜益区・濃昼簡
易水道事業の統合を行い、１つの上水道事業となる

平成37年 74,380人 30,243m
3

平成25年
（2013年）

当別浄水場（企業団）の供用開始により、厚田区・浜益区を除く石狩
地区全域への水道用水の供給を開始

－ － －

平成10年
（1998年）

昭和48年
（1973年）

表２－１ 石狩市水道事業の沿革 



 

２．２ 施設フロー 
 

本市の水道施設は、図２－１に示す通り、企業団からの水道用水供給により、石狩地区で

は当別浄水場からの送水管を経由し、新港中央配水場と花川北配水場の２系統（写真２－１）

に受水され、さらに新港中央配水系統より生振配水場、八幡配水場、高岡配水場の各区域

へ給水しています。 

また、厚田区は幌内川を水源とする厚田浄水場から各ポンプ場などを経由し各区域へ、浜

益区は群別川、滝の沢川、小川をそれぞれ水源とする浜益浄水場、実田浄水場、濃昼浄水

場から各区域へ給水しています。 

 

 

 

 

 

               
                                

 

 

 

図２－１ 石狩市の水道の体系図 

 

新港中央配水場 

 
花川北配水場 

 
写真２－１ 企業団から受水している施設 

 



 

２．３ 給水区域図 
 

石狩市水道事業の給水区域を図２－２に示します。 

 

 図２－２ 石狩市の給水区域 

 



 

２．４ 施設概要 
 

本市の水道施設の概要は表２－２に示すとおり、取水施設（水源）が４箇所、浄配水場施

設が 23 箇所、導水管路延長が約 14.1kｍ、送水管路延長が約 9.4km、配水管路延長が約

703.0km、管路延長合計約 726.5km を保有しています。 

 

  

２．５ 給水人口・給水戸数・普及率 
 

本市の過去 10 年間の給水人口・給水戸数※６及び普及率※７について、図２－３、表２－３に

示します。 

 

 

 

シェア シェア シェア

（％） （％） （％）

導水管延長 ｍ 0 0 7,693 55 6,403 45 14,096

送水管延長 ｍ 2,292 24 6,740 72 350 4 9,382
施 配水管延長 ｍ 575,817 82 80,698 11 46,497 7 703,012

水道施設設置数 箇所 5 19 13 48 9 33 27
設 ・河川水・石狩西部広域水道

　企業団から受水 　浜益：群別川

　実田：滝の沢川

　濃昼：小川

水源

・河川水

　厚田：幌内川

備考浜益区分類 項　　目 単位 石狩地区 厚田区 合計

（令和５年度末現在）表２－２ 石狩市水道施設概要 

図２－３ 給水人口、給水戸数及び普及率の推移 



 

 

本市の給水人口は人口減に伴い、減少傾向であり、令和５年度では 57,335 人となっていま

すが、給水戸数は近年の宅地開発などにより、微増もしくは横ばいを保っており、令和５年度

では、27,530 世帯となっております。普及率も過去 10 年では、ほぼ横ばいとなっており、99.8%

の高水準を保っている状況です。 

 

[解説] 
※６給水人口・給水戸数：給水区域内に居住し、水道事業から給水を受けている人口、世帯数をいいま

す。 
※７普及率：給水区域内の全人口に対する水道を利用している人口の割合をいいます。  

 

２．６ 給水量・有収率 
 

本市の過去 10 年間の給水量※８実績と有収水量及び有収率※９を図２－４、表２－４に示し

ます。 

  

図２－４ 給水量実績と有収率の推移 

表２－３ 給水人口、給水戸数と普及率 



 

給水量については、ほぼ横ばいを保っており、人口減少の影響を大きく受けていない状況

が見受けられますが、有収水量、有収率は上がっていない状況です。 

 
[解説] 
※８給水量：配水ポンプなどから配水管に送り出された水量から、漏水などで減少した分を差し引いた水

量をいいます。 
※９有収水量・有収率：製造された水のうち、料金収入が得られた水量とその割合をいいます。  

 

２．７ 事業概要 
 

前章「図１－２ 石狩水道ビジョンの位置付け」で示しています「具体的施策・事業」を以下

の事業に分類し、毎年度予算化を行っています。主に配水管などの管路と浄配水場などの

施設について更新事業を実施しています（写真２－２）。令和２年度に見直しを行った更新計

画において、年間事業費を 4.1 億円とし各事業を実施しています。 

 

 

配水管を布設年度や漏水事故の発生割合などから、優先度の高い順に地震に強い水道

管（耐震管）へ更新していきます。 

 

 

浄配水場施設の配水ポンプ等の機械設備、受変電設備や計装設備等の電気設備、フェン

ス等の外構施設などを耐用年数や修繕発生割合などから優先度の高い順に更新していきま

す。 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

分類 項　　目 単位 石狩地区
シェア
（％）

厚田区
シェア
（％）

浜益区
シェア
（％）

合計 備考

配水能力 m3/日 21,400 88 1,800 7 1,122 5 24,322
年間総給水量 m3/年 5,510,089 92 281,753 5 209,566 3 6,001,408

一日最大給水量 m3/日 17,011 － 1,214 － 749 － －
年間総有収水量 m3/年 4,855,741 94 194,414 4 92,369 2 5,142,524

有収率 ％ 88.1 69.0 44.1 85.7

水

量

（令和５年度末現在）

（１） 管路更新（耐震化）事業 

（２） 浄配水場施設更新事業 

表２－４ 給水量と有収率 

写真２－２ 更新工事の施工状況 



 

２．８ 料金体系の概要・考え方 
 

本市水道事業の料金体系は、メーター口径毎に区分し、それぞれ基本料金と従量料金を

設定しています。現在の料金表は表２－５のとおりです。 

従量料金については、主に一般家庭向けとなる 13 ㎜と 20 ㎜では使用水量７㎥までの分

は加算せず、８～20 ㎥と 21 ㎥以上で区分して加算することとし、25 ㎜以上では多少に関わ

らず使用水量に応じて従量料金を加算します。 

健全な事業経営の継続を前提として、水道施設の維持管理費や資本費などの対象経費

から料金算定を行い、概ね４年に１度見直しを行うこととしています。 

 

 

（令和６年度４月現在）

メーターの口径

区分

1,520円 1,870円 5,020円 7,940円 12,720円 23,920円 39,910円 79,940円
使用水量のうち
7立方メートル
までの部分

０円 ０円

使用水量のうち
7立方メートルを
超え20立方メー
トルまでの部分

198円 244円

使用水量のうち
20立方メートル
を超える部分

315円 327円

75ミリ
メートル

100ミリ
メートル

基本料金（1か月につき）

従量料金
（1立方メート
ル当たり）

327円 327円 373円 373円 373円 373円

13ミリ
メートル

20ミリ
メートル

25ミリ
メートル

30ミリ
メートル

40ミリ
メートル

50ミリ
メートル

表２－５ 石狩市の料金表 



 

第３章 水道事業の現状分析と課題 

 
本市では、旧ビジョンに基づき、理想像の実現に向けた６つの方策体系の下、16 項目 44

方策を掲げ取り組みを行い、その進行管理についても「石狩市新水道ビジョンロードマップ」

により、理想像の達成に向け毎年度評価を行ってきました。この章では、これらの評価結果

により、「持続」「安全」「強靭」のカテゴリーに分け、現状分析と課題の洗い出しを行います。 

 

３．１ 持続：いつまでも市民の近くにあり続ける水道 
（水道サービスの持続性は確保されているか） 

３．１．１ 水の供給体制の持続【持続に関する項目】 

旧ビジョンでの「水の供給体制の持続」の理想像を具現化するために掲げた実現方策は、

表３－１のとおりとなっています。 

 

        

【持続】

・ 更新計画の見直し

・ 中期経営計画の見直し

【持続】

・ 近隣水道事業者とのソフト面での広域化推進

・ 各業務部門での共同化推進

・ 近隣水道事業者との人事交流の検討

【持続】

・ 現状把握と加入推進に向けた情報共有

【持続】

・ 水需要動向調査

・ ダウンサイジング・施設統合の検討

・ 多様な水供給方法の検討

旧ビジョン

　　２．水の供給体制の持続

① 計画的な事業運営の継続

②発展的広域化の推進

③未普及地区の解消

④効率的な施設配置の検討

 

 ① 計画的な事業運営の継続 

【現状分析】 

本市では、これまでも旧ビジョンに則り、各種事業を推進してきました。令和２年度には、経

営戦略と更新計画の見直しを行い、水道事業の経営状況と施設や管路更新の進捗状況、更

新基準の見直し、物価上昇による価格変動など総合的な検討により、更新事業費を 4.1 億円

（令和元年度までは 3.8 億円）と算出し、更新工事を実施しています。 

なお、令和２年度には基幹施設の耐震化工事、令和５年度には花川北地区の重要給水施

設配水管の耐震化工事を完了しています。 

 

【課題】 

経営戦略と更新計画は密接な関係があることから、見直し年次を合せ、計画と実績との差

異を分析し、その結果を反映することが効果的です。 

表３－１ 「水の供給体制の持続」のための実現方策 

 



 

また、当初計画から物価上昇による価格変動の影響で、工事価格が上昇し、更新のペー

スが鈍化することで施設や管路の更新が進まず、機器の故障や漏水などの事故が多発する

ことが懸念されます。水道施設更新事業費の推移については、図３－１に示します。 

 

 

 

② 発展的広域化の推進 

【現状分析】 

企業団への参画により用水供給などハード面での広域化を実現しましたが、近隣水道事

業者との施設共有などの広域化については、距離や地形などの物理的要素や経済性などの

要因から、現状での実現は難しいといえます。 

一方でこれまで表３－２のとおり、施設の維持管理、水質管理、研修会、災害訓練等、経

営体制の効率化を目的としたソフト面での広域化推進への取り組みを行っています。 

 

主　催

・水道水質検査精度管理に関する研修会への参加 厚生労働省

・合同研究会水質検討部会 札幌市

・浄水検討委員会 企業団

・北海道水道広域化推進プランへの参画 北海道

・緊急時における放射性物質モニタリングに関する協定を締結し、モニタリングを実施 札幌市

・水道事業体合同技術研修への参加 札幌市

・他事業体との合同災害訓練を実施 札幌市　他

取り組み内容

 

【課題】 

これまでの取り組みにおいて、広域化に関係する会議や研修などに参加していますが、知

図３－１ 水道施設更新事業費 

 

表３－２ 他事業体との広域化の取り組み 

 



 

見を深めることに留まっている状況です。今後も引き続き、他事業体との情報共有や先進事

例などに注視し、長期的な視点により本市で実施可能な広域化についての検討が必要で

す。 

 

③ 未普及地区の解消 

【現状分析】 

これまでも水道未加入者が多い地区について、加入を促す取り組みを行ってきましたが、

これらの地区では人口の減少が進み、これ以上の加入促進が期待できない状況であります。

なお、市内全体の水道普及率の推移は図３－２に示すように令和５年度末で 99.8%と高い水

準を保っています。 

公表されている全国の水道事業体の業務指標 PI のうち、普及率の給水人口別平均値は

99.5％であり、本市においては 0.3 ポイント上回っています。 

 

       

 
【課題】 

市内全体の水道普及率は高水準にあることから、将来にわたり同水準を維持する必要が

あります。また、今後は人口減少地域における水質管理や管路等の維持管理についての対

策が必要です。 

 

④ 効果的な施設配置の検討 

【現状分析】 

これまで水需要の減少を見据えて、効果的な施設配置の再構築を目的に更新計画に基づ

図３－２ 給水区域内における水道普及率 



 

き、花川北地区においてダウンサイジング※10 による管路更新を実施してきました。また、給水

人口の少ない地域においては、施設の更新方法や現状の配水システムによらない給水方法

の可能性について、費用対効果を踏まえ検討を行いました。 

本市の浄配水場の最大稼働率は77.2％であり、公表されている全国の水道事業体の業務

指標 PI のうち、給水人口別平均値は 75.1％であり、2.1 ポイント上回っています。 

 

【課題】 

管路や施設の更新時に水需要の減少を踏まえたダウンサイジングや施設の統廃合、更新

手法、現状の配水システムによらない給水方法についての検討を行ってきましたが、一方で

地域によっては水需要が横ばい、または増加する可能性があることから、大型需要者などの

水需要の動向については関係部署と連携し、情報の取集に努める必要があります。 

  

[解説] 
※10 ダウンサイジング：水需要の減少や技術進歩に伴い施設能力を縮小し、施設の効率化やコスト縮

減を図ることをいいます。  
 

 

３．１．２ 人材育成と組織強化【持続に関する項目】 

旧ビジョンでの「人材育成と組織力強化」の理想像を具現化するために掲げた実現方策

は、表３－３のとおりとなっています。 

 

 

     

【持続・安全】

・ 水道技術職員の確保

・ 人材育成・研修プログラム策定

・ 再任用職員の活用と維持管理マニュアルの整備

・ 研修参加の継続・水道事業体職員との情報交換

【持続・安全】

・ 第三者委託の検証

・ 各種業務委託の検証

・ 新たな民間活用の検討

旧ビジョン

　　３．人材育成と組織力強化

①技術基盤の確保

②持続可能な民間活用の推進

 

 

① 技術基盤の確保 

【現状分析】 

本市の水道職員数は、図３－３に示すように平成 25 年度の 22 名から令和４年度には 19

名まで削減しています。 

そのような中、技術基盤の確保として、浄配水場の運転管理や洗管作業などの外部委託、

表３－３ 「人材育成と組織力強化」のための実現方策 



 

ベテラン職員の再任用などにより、必要な人員を補ってきました。また、積極的に外部研修な

どに参加し、知識や技術の研鑽に努めてきました。しかし、組織内部での研修計画や維持管

理マニュアルの整備などに手が回らず、策定・実施には至っていない状況です。 

 

 

 

 

なお、本市の技術職員率は 52.2％であり、公表されている全国の水道事業体の業務指標

PI のうち、給水人口別平均値は 40.0％であり、12.2 ポイント上回っています。 
水道業務平均経験年数は 7.9 年/人であり、公表されている全国の水道事業体の業務指

標 PI のうち、給水人口別平均値は 8.0 年/人であり、0.1 年/人下回っています。 

 

【課題】 

水道事業の委託化は経営のコスト縮減や人材確保に有効な手段ではありますが、管網を

熟知した仕切弁操作、漏水発見、薬品注入、浄水処理等のノウハウを蓄積してきたベテラン

職員が、若い世代の人員不足により技術継承ができないまま引退し、結果として利用者へ安

全かつ安定的な水道水の供給が出来ないという事態を招く危険性もあります。 

外部研修では補えない、浄配水場を運転管理する水質・電気・機械等の知識や水道管路

の維持管理経験などの技術の継承、さらには水道事業経営の専門的な知識を有する事務職

員の確保・育成は、現状の組織体制を維持していくことを前提として、水道事業を将来にわた

って安定して持続するために必要不可欠です。 

 

② 持続可能な民間活用の推進 

【現状分析】 
浄配水場の運転に関する水質、電気、機械など専門的知識を有する技術職員の退職や、

さらにはすべての浄配水場施設を運転管理するための技術職員数の不足に対応するため、

平成 20 年度から浄配水場の運転管理を第三者委託しています。 

図３－３ 石狩市水道事業における職員数 

 



 

第三者委託を行うことにより、技術職員数の不足を補い、事故時の迅速な対応などリスク

軽減を図り、民間の持つ技術的・経営的ノウハウを活用しながら、水道施設の管理・運営体

制の強化を確立しました。 
 

【課題】 
現在、市内全域にある水道施設については、第三者委託先である企業との協働によって

運転管理が行われていますが、委託の効果を十分に発揮するために、業務を監督・指導す

る市職員の知識や技術力の維持・向上が必要です。 

また、水道事業を効率的に持続させるための新たな民間活用の推進について検討してい

くことが必要です。 

 

 

３．１．３ 環境負荷の低減【持続に関する項目】 

旧ビジョンでの「環境負荷の低減」の理想像を具現化するために掲げた実現方策は、表３

－４のとおりとなっています。 

     

       

【持続】

・ コスト縮減策や最新技術の調査や導入

・ 更新時の省エネ機器導入

・ 漏水調査実施

旧ビジョン

　　５．環境負荷の低減

①コスト縮減と省エネルギー化対策

 
 

① コスト縮減と省エネルギー対策 

【現状分析】 
本市では、この 10 年間におけるコスト縮減の取り組みとして、ダウンサイジングによる更新

費用の削減、重要給水施設配水管への配ポリ管※11 の採用、新電力への契約変更、検針業

務の民間委託とそれに伴う職員削減、有収率向上を目的とした地区ごとの漏水調査などを実

施してきました。 

また、省エネルギー対策については、配水ポンプ更新時のインバータ制御導入、水道施設

照明の高輝度LEDへの交換等を実施しましたが、大きな省エネ効果を期待できるまでには至

っていない状況です。 

本市における配水量１ｍ3 当たり電力消費量は 0.30kwh/ｍ3 であり、公表されている全国の

水道事業体の業務指標 PI のうち、給水人口別平均値は 0.42kwh/ｍ3 であり、0.12 kwh/ｍ3 下

回っています。 
 

 

 

表３－４ 「環境負荷の低減」のための実現方策 

 



 

【課題】  
今後も人口減少などにより、給水収益は減少していくものと推測されますが、これまでのコ

スト縮減の取り組みにも限界があります。そのため、新たな視点でのコスト縮減の検討が必

要になります。また、本市では、「ゼロカーボンシティ※1２」の実現を目指す取り組みを行ってお

り、水道事業においても脱炭素社会実現のため、省エネ対策を進めていくことが求められま

す。その一つとして、石狩地区は、平坦地であるという地理的な要件から、配水ポンプを常時

運転しなければならず、電力が必要となるエネルギー消費型であるため、より環境負荷を低

減するための対策が効果的と考えられます。 

 

[解説] 
※11 配ポリ管：配水用ポリエチレン管の略。ポリエチレン材料が持っている軽量・柔軟という特徴に加

え、簡単・確実な電気融着接合で一体管路を形成し、耐震性に優れています。耐圧性・耐食性にも

優れ、小口径管路においてコスト縮減が期待できます。 
※1２ゼロカーボンシティ：本市は、令和２年 12 月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い 2050 年までに CO2

（二酸化炭素）の排出量を実質ゼロにすることを目指す旨（脱炭素化）を表明しています。 
 

 

３．１．４ 市民とのコミュニケーションの充実【持続に関する項目】 

旧ビジョンでの「市民とのコミュニケーションの充実」の理想像を具現化するために掲げた

実現方策は、表３－５のとおりとなっています。 

 

       

【持続】

・ 市民アンケート実施

・ HPの充実と情報ツールの活用

・ 子供たちへの特別授業

旧ビジョン

　　６．市民とのコミュニケーションの充実

①市民との情報の共有化

 

① 市民との情報の共有化 

【現状分析】 
本市では、利用者に水道事業の情報をホームページで公開しています。 

また、市内各所で開催されたイベントにおいて、給水車の展示や給水袋を使った応急給水

体験、ろ過実験などの体験ブースへの出店、水道週間中における施設の一般公開など水道

への興味を持ってもらう取り組みを実施しました。 

  

【課題】 

今後も市では水道の大切さや耐震化及び災害対策の必要性、水道施設の更新などへの

理解を深めていただけるよう、引き続き水道に興味を持ってもらえるような機会を作り、様々

な方法で情報を発信し、利用者のご意見を水道サービスに生かす仕組みづくりを行うことが

必要です。 

表３－５ 「市民とのコミュニケーションの充実」のための実現方策 

 



 

 

 

「持続：いつまでも市民の近くにあり続ける水道」の観点から、水道事業の課題を整理する

と図３－４に示すとおりとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ 「持続」の観点からの水道事業の現状と課題 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「経営戦略」と「更新計画」の見直し年次の統合による、合理的かつ効率的な

計画の策定 

・ 実現可能な発展的広域化の検討 

・ 水道普及率の維持と人口減少地域における維持管理への対策 

・ 各地区の水需要に応じた施設の整備 

・ 技術継承による人材の確保、育成 

・ 業務を監督、指導する市職員の知識と技術力の維持向上と新たな民間活用

の推進 

・ 新たな視点のコスト縮減と脱炭素社会への対応 

・ 利用者に水道への理解を深めてもらうための積極的なＰＲ活動 

【課題】 水道サービスの持続性は確保されているか 

 



 

３．２ 安全：いつ飲んでも安全で信頼される水道 
（安全な水の供給は保証されているか） 

３．２．１ 安全で安定した水の供給確保【安全に関する項目】 

旧ビジョンでの「安全で安定した水の供給確保」の理想像を具現化するために掲げた実現

方策は、表３－６のとおりとなっています。 

 

 

      

【安全】

・ 水安全計画の実践と検証

・ 水質検査結果公表頻度の見直し

【安全】

・ 具体的水質事故を想定した対策

・ 水源周辺地域の監視継続

【安全】

・ 水質検査結果の評価

・ 必要な対策を実施する体制維持

・ 水質管理を担う人材育成

【安全】

・ 貯水槽対策の策定・実施

・ 直結給水方式普及のPR

旧ビジョン

　　１．安全で安定した水の供給確保

①安全で信頼される水道による安定供給の継続

②水源環境の保全と水質事故の防止

③適切な水質管理の継続

④貯水槽水道施設の管理体制強化

 

① 安全で信頼される水道による安定供給の継続 

【現状分析】 
安全性に関する情報公開として、配水系統ごとの水質検査結果を、平成 27 年度より年２

回、市のホームページで公開しています。この結果から、環境省令により定められた水道水

質基準※13 を満足していることが確認できます。 
しかし、水道水には水質汚染事故や異臭味被害など、さまざまなリスクが存在していること

から、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現させることが重要です。そのため、国

土交通省が公表している「水安全計画策定ガイドライン」（平成 20 年５月）を踏まえて、平成

25 年 10 月に「石狩市水安全計画」※14（以下「水安全計画」という。）を作成し、５年ごとに検証

を行い運用しています。水安全計画についても、市のホームページで公表しています。 
 

【課題】 
現在の水道水質基準は平成 15 年度に大幅に改正され、その後も水質基準値の強化や水

質管理上留意すべき管理目標設定項目の追加など頻繁に見直しが行われています。こうし

たことから、水質基準の確保のために様々な汚染リスクを想定した対策が必要になります。 

今後も水安全計画の定期的な検証を実施し、水源から給水栓に至る水質管理水準の追加

や変更に都度対応し、維持向上を図ることが重要です。また、配水系統ごとの水質検査結果

についても、利用者へ提供する水道水の安全性を公表していくことが必要です。 

表３－６ 「安全で安定した水の供給確保」のための実現方策 



 

[解説] 
※13 水道水質基準：水質基準は、水道法に基づき環境省令により定められた水道水が有すべき水質の

要件です。厚生科学審議会答申において、最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考え

から、必要な知見の収集等を実施し、逐次検討を進めています。 
※14 水安全計画：食品衛生管理手法である HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）の考え

方を取り入れ、水源から給水栓（蛇口）までのあらゆる過程において、水道水の水質に悪影響を及

ぼす可能性のある全ての要因（危害）を分析し、管理対応する方法を予め定めるリスクマネジメント

手法です。「石狩市水安全計画」は、その運用により水道水をつくり、供給する仕組みを継続的に維

持・向上させ、将来に及ぶ安全で良質な水道水を安定供給していくシステムとして、平成 25 年 10 月

から運用しております。 
 

② 水源環境の保全と水質事故の防止 

【現状分析】 

市内には、企業団から水道用水を受水する２箇所の配水場と４箇所の浄水場があります。

浄配水場の配水能力および浄水処理方式※15 は、表３－７に示すとおりとなっております。配

水能力の合計は 24,322ｍ３/日で、この内 21,400ｍ３/日が企業団からの受水となっています。

また、各々の浄水場では、水源水質にあった浄水処理を適切に行っています。 
厚田区、浜益区の各浄水場の水源である河川は、長雨や局地的な集中豪雨などの発生

による高濁度・高色度により、浄水処理が困難になることがありますが、その上流域の多くが

暑寒別天売焼尻国定公園や国有林野内にあることから、比較的水質が安定しています。ま

た、平成 24 年度には浜益浄水場の水源周辺が北海道条例に基づく「水資源保全地域※16」に

指定され、水源は職員等により定期的に監視を行っています。 
企業団が管理する当別浄水場の水源である当別ダム上流域には、水質汚濁の原因とな

る大きな発生源はありません。企業団では、事故災害等から水道水源を保全するべく、水源

上流部の監視を実施しているほか、河川管理者、当別町、北海道関連部局及び構成団体と

連携を図り、各種情報収集に努めています。 

本市の配水池貯留能力は 0.89 日であり、公表されている全国の水道事業体の業務指標

PI のうち、給水人口別平均値は 0.99 日であり、0.10 日下回っています。 

 

 

 

 

 

表３－７ 石狩市における浄配水場の能力と浄水処理方法 



 

【課題】 

現在、各施設において需要水量に対応する水量が確保されていますが、河川水を水源と

していることから、必要となる河川流量や基準を満たす水質の保持について継続して監視し

ていく必要があります。 

また、緩速ろ過方式で処理されている浜益浄水場と濃昼浄水場については、原水が高濁

度・高色度となった場合には、浄水処理が困難となり偶発的な水質事故が発生する可能性が

あることから、これまで同様に継続して監視が必要になります。 

さらに、全ての浄水場において、気候変動による水源水質の変化やクリプトスポリジウム※

17 等にかかる管理値の強化、新たな知見による水質基準の強化や項目の追加があった場合

には、現在の浄水処理方法では対応が困難になる可能性もあります。 
 

 [解説] 
※15 浄水処理方式：「急速ろ過方式」とは、原水中の濁りの成分を除去するため、凝集剤という薬品を

加えて細かい粒子のかたまり（フロック）をつくり、可能な限り多く沈殿除去した後、砂を敷き詰めたろ

過層によって、120～150m／日の速度でろ過する浄水処理方法で、比較的処理水量が多い場合に

採用されます。「緩速ろ過方式」とは、薬品を使わず普通沈殿をしたのち、４～５m／日の速度で砂ろ

過する方法で、高度な技術を要さずに自然界の浄化作用を応用して良質な水を得ることが出来ま

す。 
※16 水資源保全地域：「北海道水資源の保全に関する条例」の規定により、公共用に使用する水源の

取水地点及びその周辺の区域で、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要

がある区域を市町村長の提案に基づき、知事が「水資源保全地域」として指定します。 

指定地域内の土地取引行為は知事に事前届出が必要となります。 
※17 クリプトスポリジウム：人などの消化管に寄生する原生動物（原虫）であり、感染した場合、腹痛を伴

う激しい下痢、腹痛、発熱などを引き起こす。塩素に強い耐久性を有しているため、通常の消毒では

死滅させることは困難である。厚生労働省では、「水道水におけるクリプトスポリジウム等対策指針」

を全国に通知し、濁度 0.1 以下でのろ過水管理などの対策を取ることを求めています。 

 

③ 適切な水質管理の継続 

【現状分析】 
本市では「水安全計画」に基づき、毎年度水質検査を実施する項目、箇所及び頻度を定め

た「石狩市水道事業水質検査計画」（以下「水質検査計画」という。）により、原水や配水系統

ごとで水質検査を行っており、利用者がいつ飲んでも水道水質基準に適合した安全で信頼で

きる水道水をお届けしています。なお水質検査は、第三者委託先が市の取り決めに従い行っ

ています。 
また、企業団が供給する水道用水の水質検査については、その検査計画と結果を企業団

のホームページにて公開しています。本市の平均残留塩素濃度は 0.4ｍｇ/L、最大カビ臭物

質濃度水質基準比率は０％、重金属濃度水質基準比率は０％であり、公表されている全国

の水道事業体の業務指標 PI のうち、給水人口別平均値はそれぞれ 0.35ｍｇ/L、10％、２％と

なっています。 

 

【課題】 
今後も、「水質検査計画」に則り、適切に水質検査を実施し、利用者が安心できる、安全で



 

良質な水をお届けしていく必要があります。 

しかし、残留塩素や濁度・色度、ｐＨ、味といった日常検査以外の約 50 項目にわたる専門

的な水質検査は、国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関に委託していることから、将

来的に登録検査機関への依存が深まり、水質検査結果の分析や新たな水質基準の追加な

ど、それらを踏まえた水質管理を行う専門的な人材が不足するなどの問題があります。 

 

④ 貯水槽水道施設の管理体制強化 

【現状分析】 
平成25年度から専用水道についての事務・権限が北海道から市に委譲されたことにより、

本市では市内６か所の専用水道管理者から定期的に管理状況について報告を受け、立入り

検査及び指導を行っています。 

また、貯水槽※18 の管理は、水道法の管理基準が定められており、市では貯水槽設置者

（以下「設置者」という。）に対して清掃の指示などを行っています。設置者は貯水槽の管理に

ついて、責任をもって行わなければなりませんが、管理が不十分なことにより、利用者から不

安を抱く問い合わせが市に寄せられる場合は、市が適時、助言や指導を行っています。 

市は貯水槽に関わる問題を解消するため、直圧直結給水方式やマンション等には増圧直

結給水方式を推奨しています（図３－５）。 

 

 
図３－５ 需要者への給水方式 

 
【課題】 

貯水槽水道※19 の適正管理のための取り組みを継続する一方で、一定レベルの配水管圧

のある地域においては、貯水槽を経由せず、各戸に給水する直結式給水方式※20 の普及に

努めていく必要があります。また、ビルやマンションにおいて直結式給水方式で給水できない

場合でも、なるべく貯水槽管理が不要となる増圧直結給水方式を推奨していく必要がありま

す。 



 

 

[解説] 
※18 貯水槽：マンションなどの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯留し、これを

ポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから各家庭に給水する場合があります。この受水槽

と高置水槽を合わせた設備をいいます。 
※19 貯水槽水道：貯水槽の有効容量が 10ｍ３を超える簡易専用水道と、10ｍ３以下の小規模貯水槽水

道の総称です。 
※20 直結式給水方式：配水管の水圧で直結給水する方式、または給水管の途中に増圧ポンプを設けた

給水方式で途中に水槽を設けないで給水を行う方式です。 
 

 

３．２．２ 市民とのコミュニケーションの充実 【安全に関する項目】 

旧ビジョンでの「市民とのコミュニケーションの充実 （安全）」の理想像を具現化するため

に掲げた実現方策は、表３－８のとおりとなっています。 

 

 

      

【安全】

・ 給水装置の管理についてのPR

・ 指定給水装置工事事業者への監督・指導

旧ビジョン

③給水装置における事故の防止

　　６．市民とのコミュニケーションの充実

 

 

③ 給水装置における事故の防止 

【現状分析】 
給水装置※21 は、水道施設と一体をなす「水道」の一部ではありますが、その設置費用や修

繕、古くなった給水管の更新などの維持管理については、利用者（給水装置設置者）の責任

において行っていただくものであり、個人の所有物です。 

ただし、水道施設である配水管に直接接続されていることから、水道水の安全を確保する

ため、本市では必要な指導、助言を行っています。近年、老朽化等が原因による漏水事故や

錆等の赤水などの問い合わせが増加しており、これに対し本市では設置者である利用者に

給水装置の適正な管理をお願いしています。 
また、給水装置工事は、人の生命、健康に直接かかわる水道水の衛生に関連する業務で

あることから、本市では「指定給水装置工事事業者※22（以下「指定業者」という。）制度」により、

水道法で定める構造、材質の基準の確保に努めています。 

本市の給水管の事故割合は 1.3 件/1000 件であり、公表されている全国の水道事業体の

業務指標 PI のうち、給水人口別平均値は 3.1 件/1000 件であり、1.8 件/1000 件下回っていま

す。 

 
【課題】 

給水装置は個人の所有物であり、宅内でも良好な水質を保持させるためには、利用者が

表３－８ 「市民とのコミュニケーションの充実（安全）」のための実現方策 

 



 

適切に維持管理しなければならないということを再認識していただけるように、本市では、ホ

ームページ等や広報紙、または様々な機会を活用し PR していくことが必要です。さらに、給

水装置工事の安全確保が堅持されるよう、水道法などの改正に伴い石狩市給水装置工事設

計施工要領の逐次見直し、指定業者への監督、指導が必要となります。 

 

[解説] 
※21 給水装置：水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具（止水

栓、水道メーター、弁類、給水栓、給湯器など）をいいます。 
※22 指定給水装置工事事業者：水道法では、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合す

ることを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施工する技術

力を有する者を指定することができるとされており、本市でも約 220 事業者が「指定給水装置工事事

業者」に指定され、その一覧を市のホームページで公表しています。なお、令和元年 10 月より更新

制が導入され、指定の有効期間が５年間となってます。 

 

 

「安全：いつ飲んでも安全で信頼される水道」の観点から、水道事業の課題を整理すると図

３－６に示すとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－６ 「安全」の観点からの水道事業の現状

 

・ 大雨の影響による水源の濁水等への対応や継続した水源周辺の監視 

・ 水質管理を行う人材確保と人材育成 

・ 水質を保持するための水安全計画の定期的な検証 

・ 貯水槽設置者に対する適正管理の呼びかけと直結式給水方式の普及・促進 

・ 給水装置の適正管理に対する利用者への PR 

【課題】安全な水の供給は保証されているか 

 



 

３．３ 強靭：災害に強くたくましい水道 
（危機管理への対応は徹底されているか） 

３．３．１ 災害に強いライフラインの確保 【強靭に関する項目】 

旧ビジョンでの「災害に強いライフラインの確保 （強靭）」の理想像を具現化するために掲

げた実現方策は、表３－９のとおりとなっています。 

 

      

【強靭】

・ 管路更新・重要給水施設配水管整備（花川北地区）

・ 基幹施設耐震化（厚田浄水場、浜益浄水場）

【強靭】

・ 緊急貯水槽など応急給水拠点の整備

・ 危機管理マニュアル見直し

・ 関係者間の災害訓練実施

・ 資機材等の調達・流通経路の調査

旧ビジョン

　　４．災害に強いライフラインの確保

① 基幹施設と管路網の耐震化

② 応急給水の確保と応急給水体制の整備

 

 

① 基幹施設と管路網の耐震化 
【現状分析】 

基幹水道施設（浄水場・配水池等）、管路の耐震化状況を表３－10、３－11、図３－７に示

します。 

 

 

新港中央配水場、花川北配水場、厚田浄水場、浜益浄水場などの基幹水道施設について

は、計画通り耐震化工事を実施しました。 

管路については、花川北地区において、基幹水道施設から被災時の拠点となる避難所や

 

 

 

 

浄水能力 

（㎥／日） 

配水池容量 

（㎥） 
備考 

全能力 
耐震化

済 
全容量 

耐震化

済 

石狩地区 
新港中央配水場 － － 6,347 6,347 

S62 建設 

H24 建設 

花川北配水場 － － 4,242 4,242 H28 改築 

厚田区 厚田浄水場 1,800 1,800 678 678 H30 改築 

浜益区 

浜益浄水場 879 879 504 504 R2 改築 

実田浄水場 171 0 92 92 H10 建設 

濃昼浄水場 72 0 90 0 S50 建設 

合計 2,922 2,679 11,953 11,863  

表３－９ 「災害に強いライフラインの確保（強靭）」のための実現方策 

 

表３－10 基幹水道施設の耐震化状況 



 

医療機関などの重要給水施設に至る配水管は耐震管※23 を使用し、計画的に更新工事を実

施してきました。老朽化した水道管（主に塩ビ管）の更新についても、耐震管などを使用し計

画的に実施しています。なお、大規模停電時における基幹施設の予備電源の確保について

は、自家発電機設備の増強・更新が完了しています。 

本市の浄水施設の耐震化率は 91.7％、配水池耐震施設率は 91.8％であり、公表されてい

る全国の水道事業体の業務指標 PI のうち、給水人口別平均値はそれぞれ 22.2％、51.8％で

あり、それぞれ 69.5 ポイント、40.0 ポイント上回っています。 

 

  

 

 

単位：ｍ

①導水管管種別延長 ②送水管管種別延長 ③配水本管管種別延長 ④配水支管管種別延長 合計

耐震管 4,741 耐震管 2,116 耐震管 43,624 耐震管 64,403 114,884

耐震不適合管 9,355 耐震不適合管 7,266 耐震不適合管 14,626 耐震不適合管 580,359 611,606
計 14,096 計 9,382 計 58,250 計 644,762 726,490

導水管耐震化率 33.6% 送水管耐震化率 22.6%
配水管本管
耐震化率 74.9%

配水管支管
耐震化率 10.0% 15.8%

 

 

【課題】 
災害時に重要な給水拠点となる避難所や医療機関などに給水するための浄配水場、配水

池、配水管の耐震化を一度に進めることは困難であるため、更新の進捗や重要度、経営状

況を踏まえた更新計画の優先順位に従い計画的に実施していく必要があります。また、老朽

図３－７ 管路の耐震化率 

表３－11 管種別耐震化率 



 

化の解消に関わらず漏水は起こり得ることから、影響を最小限に抑えるための管網やバルブ

配置なども検討が必要です。このことから、利用者に対し、事業計画への理解が得られるよう、

引き続き情報を発信していく必要があります。 

 

[解説] 
※23 耐震管：耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水道配水用ポリエチレン管のことをいい

ます。ダクタイル鋳鉄管の耐震型継手とは、S 形、SⅡ形、NS 形、US 形、UF 形、KF 形、PⅡ形、ＧＸ

形等、離脱防止機構付き継手を言います。鋼管は溶接継手、水道配水用ポリエチレン管は熱融着

継手に限ります。 
 

② 応急給水の確保と応急給水体制の整備 

【現状分析】 
大規模な自然災害発生後に、ライフラインである水道を最低限度確保するためには、整備

されたマニュアルに従い、迅速に「応急給水体制」を整えるとともに、給水制限や給水停止等

を最小限に抑えることが必要です。そのため本市では、燃料確保や災害時における資機材

の調達に関する協定など、（公社）日本水道協会、近隣事業体、民間事業者や石狩管工事業

協同組合と各種の協定を締結しているほか、定期的に市役所内や近隣事業体との応急給水

訓練などを第三者委託事業者とともに実施しています。災害時の対策に関する協定などにつ

いては表３－12 に示すとおりです。 

本市の応急給水施設密度は 6.6 箇所/100 ㎢であり、公表されている全国の水道事業体の

業務指標 PI のうち、給水人口別平均値は、10.8 箇所/100 ㎢であり、4.2 箇所/100 ㎢下回っ

ています。 

 
表３－12 災害時の対策に関する協定など 

協定など 内    容 
災害時相互応援に 
関する協定書 

応援活動を行うための日本水道協会北海道地方支部道央地区協議会

事業体との相互協定 
石狩市連絡管による水道水

の提供に関する基本協定 
市所有の水道連絡管を用いて、札幌市から緊急時に浄水を受水するた

めの札幌市との協定 
災害における水道施設の 

応急復旧に関する協定書 
給水機能の応急復旧のため、人員や資機材の応援に関する石狩管工

事業協同組合との協定 
災害時等における燃料の 

供給等に関する協定書 
災害対策上重要な施設への優先提供に関する札幌地方石油業協同組

合との協定 
災害時における燃料供給に

関する協定 
災害対策上重要な施設への優先提供に関する北海道エネルギー株式

会社チャレンジ花川中央 SS との協定 

石狩市地域防災計画 石狩市災害対策本部が設置された際の応急復旧対策についての計画 

石狩市水道部 

上水道災害対策要綱 
水道部内で応急給水、応急復旧を行うための体制と業務内容を定めた

要綱 



 

【課題】 

災害時の対策に関する協定などは、事業環境の変化に伴い定期的に見直しを行うととも

に、胆振東部地震の体験や能登半島地震の事例も踏まえ、それらが実効的に運用できるよ

うに災害対策に関する各種マニュアルの適時見直しや定期的な災害訓練を引き続き実施し

ていくことが重要です。 

また、今後も災害時における周辺都市や市内水道工事事業者等との応援体制を維持しな

がら、利用者と共に災害時に発生する断水への対策などの情報を共有し、応急給水訓練を

実施していくことも必要です。さらには、現在、緊急貯水槽※24 や緊急遮断弁※25 を整備するに

至っていないことから、その整備についての検討も必要です。 

 

 [解説] 
※24 緊急貯水槽：常時は水道管路の一部として機能し、地震等の非常時には飲料用として貯留水を利

用できる水槽のことをいいます。通常、１槽あたり 50～100ｍ3 程度の容量で、約 5,000～10,000 人分

の飲料水（１人１日３ℓ）を被害発生後３日程度供給できます。 
※25 緊急遮断弁：地震等が発生して配水管が破損した場合、弁が作動して配水池からの水の流出を防

ぐことができます。 
 

 

３．３．２ 市民とのコミュニケーションの充実【強靭に関する項目】 

旧ビジョンでの「市民とのコミュニケーションの充実 （強靭）」の理想像を具現化するために

掲げた実現方策は、表３－13 のとおりとなっています。 

 

       

【強靭】

・ 災害対策の情報発信と市民との共同訓練

旧ビジョン

　　６．市民とのコミュニケーションの充実

②災害対策に関する市民との情報の共有化

 

② 災害対策に関する市民との情報の共有化 

【現状分析】 

施設や管路の更新工事の際には、周辺利用者へ耐震化の必要性について工事案内文書

に説明を入れるなどの情報提供を行ってきました。また、平成 30 年度に給水車や組立て式

の給水タンクを購入し、災害に対応するための準備についても進めてきました。しかし、災害

時の緊急貯水槽などを有した応急給水拠点の設定や給水方法については、インフラの整備

が進んでいないことから、具体的な検討には至っていません。 

 

【課題】 

基幹施設の耐震化については、概ね完了しましたが、管路の耐震化については、進捗が

遅れている状況です。また、災害時の応急給水拠点などのインフラ整備について検討を進め、

利用者へ災害対策に関する情報発信と共同防災訓練の実現に向けた取り組みが必要です。 

表３－13 「市民とのコミュニケーションの充実（強靭）」のための実現方策 



 

 

 

「強靭：災害に強くたくましい水道」の観点から、水道事業の課題を整理すると図３－８に示

すとおりとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－８ 「強靭」の観点からの水道事業の現状と課題 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ 災害時の応急給水拠点などを整理した、各種災害対策マニュアルの適宜見

直しと応急給水訓練の実施 

・ 経営状況を踏まえた管路施設の耐震化（更新）の実施 

・ 漏水などによる被害を最小限に抑えるための管網やバルブ配置の整理 

・ 耐震化の必要性についての情報発信 

・ 緊急貯水槽や緊急遮断弁の整備 

・ 災害対策への情報発信と市民との共同防災訓練の実施 

【課題】危機管理への対応は徹底されているか 

 



 

３．４ 経営の現状分析と課題 
（水道事業経営の持続は確保されているか） 

令和４年度決算結果から算出される各経営指標について、経営比較分析表を活用し類似

団体の平均値と比較して本市の現状分析を行うと下記のとおりとなります。 

【現状分析】 

（１） 経営の健全性・効率性 

有収水量の減による給水収益の減少、原油価格・物価高騰等による費用の増加等により

経常収支比率は 100％未満となり欠損金が発生したが、利益積立金により補填可能です（図

３－９、図３－10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動比率は 100％を上回っており、支払い能力に問題はありません（図３－11）。 

企業債残高対給水収益比率は、類似団体より高いものの減少傾向にあり、計画的に建設

投資を行い、企業債の発行を抑制している効果がみられます（図３－12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理的に送水に必要な配水場などの施設が多いこと、配水管の布設延長に対する住宅密

度が低いことなどの要因により事業費が割高となっており、給水原価が類似団体の２倍程度

と高く、料金回収率も類似団体より低く 100％を下回っていますが、一般会計からの繰入金

（繰出基準内）により経営の安定化を図っています。 

図３－９ 経常収支比率※26（％） 図３－10 累積欠損金比率※27（％） 

図３－11 流動比率※28（％） 図３－12 企業債残高対給水収益比率※29（％） 



 

有収率は類似団体より低く、水質維持のための無効水量のほか、管路や給水装置からの

漏水の影響が考えられ、管路の更新を実施するとともに漏水調査等の対策を継続する必要

があります。 

なお、令和３年３月使用分からの料金の実質値下げに伴い、以前と比較しますと経常収支

比率、企業債残高対給水収益比率、料金回収率の各数値は悪化しました（図３－13、図３－

14、図３－15）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 老朽化の状況 

平成 22 年度に策定した石狩市水道施設更新計画（令和２年度 10 月改訂）に基づき、市内

各地域の老朽化施設の更新を計画的に実施していくこととしています。 

有形固定資産減価償却率は、類似団体と同様に年々上昇してきており、年数の経過ととも

に老朽化の進展がうかがわれますが、管路経年化率は低下傾向にあり、計画的に更新事業

を実施している効果がみられます（図３－16、図３－17）。 

 

 

 

 

 

 

図３－13 料金回収率※30（％） 図３－14 給水原価※31（円） 

図３－15 有収率※32（％） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路更新率は、管路だけではなく、他の施設も含めて計画的に更新事業を実施しています

が、近年は施設設備の更新を実施しているため低下しました（図３－18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

これまで石狩湾新港地域の順調な企業活動に伴い、市全体の水需要としては横ばい若し

くは微増傾向にあり、給水収益は堅調に推移してきましたが、人口減少及び生活様式の変化

に伴い有収水量は減少の兆しを見せてきています。また、施設の老朽化による費用の増加

等に加え、一般会計繰入金の減少が見込まれること、更には原油・物価高騰の影響により、

経営状況は厳しさを増してきており、今後も計画的な事業運営が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－17 管路経年化率※34（％） 

図３－18 管路更新率※35（％） 

図３－16 有形固定資産減価償却率※33（％） 

 



 

[解説] 
※26 経常収支比率：当該年度において、給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費

や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 
※27 累積欠損金比率：営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰

越利益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を表

す指標です。 
※28 流動比率：短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。 
※29 企業債残高対給水収益比率：給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を

表す指標です。 
※30 料金回収率：給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準

等を評価することが可能です。 
※31 給水原価：有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標です。 
※32 有収率：施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標です。 
※33 有形固定資産減価償却率：有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでい

るかを表す指標で、資産の老朽化度合を示しています。 
※34 管路経年化率：法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示して

います。 
※35 管路更新率：当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握

できます。 

 



 

第４章 将来の事業環境 

 

４．１ 外的環境 
 
（１） 人口および給水量 

本市の人口は、札幌市のベッドタウンとして大規模宅地開発が進んだことなどにより急速

に増加してきましたが、市村合併から２年後、平成 19 年をピークに減少に転じています。給

水人口についても減少に転じ、2034（令和 16）年度には約 55,100 人となると予測しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－1 給水人口と１日最大給水量の将来見通し 

 

さらに１日最大給水量についても減少へと転じています。本市の水需要は、事業創設時か

ら市街地の人口の増加や石狩湾新港地域への企業の進出などによって、年々増加し、近年

でも微増または横ばいで推移していますが、今後は郊外における人口の減少、世帯構成の

高齢化や、ライフスタイルの変化に加え、節水意識に起因する減少基調となると予測してい

ます（図４－1）。 

 

（２） 給水収益 

上記の人口及び給水量の予測を基に有収水量を予測すると、給水人口と同様に減少傾

向となり 2034（令和 16）年度には約 489 万㎥まで減少します。また、この有収水量とこれまで

の供給単価を基とした給水収益は、2034（令和 16）年度には約 13.2 億円となると予測してい

ます（図４－２，図４－３）。 

  



 

 

図４－２ 年間有収水量の将来見通し 

 

図４－３ 給水収益の将来見通し 

 

（３） 人口減少地域に対する水道事業 

本市の人口減少地域における水道事業の基盤強化のためには、広域連携や施設統合など

を推進していくことが基本ですが、山間部等で人口減少が進行する地域の水道にあっては、

施設統合などに係る条件が悪く、統合が難しい状況であることから、給水人口が 100 人以下

の小規模水道施設（写真４－１）を維持するための持続可能な水道システムの構築の検討が

必要です。 

 

 

 

 

 

 
濃昼浄水場 実田浄水場 

写真４－１ 小規模水道の施設 



 

（４） 大雨や地震など自然災害のリスク 

近年の自然災害は激甚化が増し、被害の規模が拡大する傾向にあります。本市において

もこの 10 年間で、平成 29 年に浜益区の大雨災害への対応や平成 30 年に胆振東部地震に

起因するブラックアウトによる電力供給停止など、想定を上回る事象が発生しています。さら

に令和６年の能登半島地震では長期にわたる断水に対し、全国から応援が求められるなど、

改めてライフラインの重要性が認識されました。これらの経験や事例から、応急給水体制や

給水管も含めた復旧の方法など、災害時の対応について検討が必要です（写真４－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４－２ 応急給水と施設の被災状況 

 

（５） PFAS※26 に関する対応 

 水道法上の水質基準等については、国において逐次検討され、これまでも項目の追加や基

準値等の改正がなされてきました。本市においても、改正内容を「水安全計画」に反映したう

えで「水質検査計画」を策定し、検査を実施しております。近年、問題になっている PFAS のう

ち PFOS 及び PFOA※27 につきましては、「水質基準とするには至らないが、水道水中での検

出の可能性があり、水質管理上留意すべき項目」として、水質管理目標設定項目に設定され、

令和２年度より年１回各浄配水場系統で検査を実施しておりますが、これまで検出されており

ません。しかし、道内でも暫定目標値を上回る検出が確認されたケースがあり、全国的な調

査が行われ、国においても、対象物質や目標値などの検討が行われていることから、基準が

強化された場合には、適宜対応していくことが必要です。 

 

[解説] 
※26PFAS（ピーファス）：有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアル

キル化合物の総称。１万種類以上の物質があります。 
※27PFOS（ピーフォス）及び PFOA（ピーフォア）：PFAS のうち水質管理目標設定項目に設定されてお

り、暫定目標値をこれら２物質の量の和として 50ng/L とされています。撥水性、揮油性と物理的・科

学的な安定性を併せ持つことから、溶剤、界面活性剤、繊維・革・紙・プラスチック等の表面処理及

びその原料、イオン交換膜、潤滑剤、泡消火剤、半導体原料、フッ素ポリマー加工助剤など幅広い

用途で使用されています。 
 

 

 



 

４．２ 内的環境 
 

（１） 施設の老朽化 

本市の水道事業は、古くは昭和 30 年代から供用を開始しており、老朽化した水道管を放

置しておくと、大規模な漏水事故に繋がり、広範囲な断水になる恐れがあります。 

そのため、耐用年数を超えた水道管については、更新基準を踏まえ重要度により布設替

えなどの更新工事を進めています。本市の管路経年化率は、現状では全国平均を下回って

いますが、数年で一気に更新年数を迎える管路もあるため、引き続き更新工事が必要です。

また、夜間流量の多い地域においては、年に数回、漏水調査を実施し、漏水箇所の把握に努

めています。漏水個所を把握し、修繕または更新することで有収率の向上につながることか

ら、漏水対策について検討が必要です。 

浄配水場などの施設については、今後稼働し続ける限り 15 年～20 年の周期でポンプや

計装設備などの更新が必要になることから、管路との事業費のバランスを考慮した更新が必

要となってきます。 

平成 25 年度に石狩地区において企業団からの受水により、廃止になった施設については、

平成 26 年度に策定した施設処分方針に基づき、民間や市（一般会計）への売却などを含め

て検討していますが、売却先の目途は立っていない状況です。建物や機械設備の撤去等に

多額の費用が必要となる見込みであることから、会計収支に大きな影響を及ぼさないよう、

市のまちづくり方針に沿って慎重に検討を行うことが必要です（写真４－３）。 

  

     

 

 

（２） 水道 DX（デジタルトランスフォーメーション）※28 への取り組み 

本市においても少子高齢化やそれに伴う水需要の縮小がより一層進む中、水道事業では、

需要の減少に伴う減収、職員数の抑制による仕事量の増加など、さまざまな問題が顕在化し

ています。それらの諸問題に対処し、持続的な水道事業を実現するために、ICT 技術を活用

した事業運営の効率化や最適化が求められています。 

こうした DX の推進により、業務の効率化・省力化のほか、効率化により得られる人員の余

力を他の業務に重点配分することが可能となり、水道組織体制の維持・強化も期待できるこ

とから国の取り組みやデジタル化に係る技術動向などを踏まえながら、具体的な検討を進め

写真４－３ 旧花川南浄水場と旧緑苑台浄水場 



 

ていくことが必要です。 

 

[解説] 
※28DX（デジタルトランスフォーメーション）：デジタル技術を導入することで、様々なビジネスの効率化を

図るための取り組みです。DX によって業務のデジタル化を進めていけば、既存の技術やノウハウと

の相乗効果によって、新たな価値を生み出すことが可能になります。  
 

（３） 上下水道一体効率化への対応 

令和６年４月から水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省、環境省へ移管され

ました（図４－４）。国土交通省では、下水道を所管していることから、上下水道を一体的に担

うことで、施設の老朽化や切迫する大地震への対策などに対し、相乗効果を発揮し、効率化

や基盤強化を推進していくことが期待されています。本市においても、下水道と連携した取り

組みを進めていくことが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４ 水道整備・管理行政の体制 



 

第５章 水道の理想像と目標設定 

 

５．１ 水道の理想像と重点目標 
 

本市はこれまで、水道法の目的を踏まえ「清浄にして豊富な水の供給を図る」ことを水道の

あるべき姿としてきました。次代に対しても、安全で良質な水道水を安定的に供給するため、

「市民のための水道～市民の安心と豊かな生活を次代へ持続させる水道～」というこれまで

の水道ビジョンの基本理念に基づき、施設の老朽化をはじめ、加速する人口減少などの水道

を取り巻く大きな環境変化に対応します。このため、市民の皆さまとともに、目指すべき共通

の理想像を明確にする必要があります。 

そのため市は、第３章「水道事業の現状分析と課題」、第４章「将来の事業環境」を踏まえ、

50 年ほど先の水道の理想像を持続、安全、強靭と定め、これら理想像を実現するため、「安

全で安定した水の供給確保」、「水の供給体制の持続」、「人材育成と組織力強化」、「災害に

強いライフラインの確保」、「環境負荷の低減」、「市民とのコミュニケーションの充実」の６つ

に区分し、今後 10 年間の重点的な取り組み目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－1 水道の理想像と目標設定 
















